
補助事業管理委員会 技術検討会（第１回）

議事概要

１ 開催日時 平成25年２月15日（金） 13：30～17：00

２ 場 所 沖縄総合事務局 研修室（６階）

３ 技術検討会委員

別紙のとおり

４ 議事概要

（１）技術検討会委員及び補助事業管理委員の紹介を行い、委員長について

は委員の互選により宜保委員に選任した。

（２）事務局より、西方原地区及びぱいぬしま第二地区の評価書（案）につ
．．．．．

いて説明を行い、その後、技術検討委員との質疑応答を行った。

（３）事後評価の結果に関する技術検討会の意見を委員長から発表した。



平成24年度 第１回補助事業管理委員会 技術検討会 

日時：平成25年２月15日 

開会 午後１時30分 

○司会 それではちょっと早い時間でございますけれども、委員の皆様御出席いただいてご

ざいますので、ただいまより沖縄総合事務局補助事業管理委員会の平成24年度補助事業

効果技術検討会を開催させていただきたいと思います。本日の司会進行役を務めさせて

いただきます、土地改良課の實井でございます。どうぞ一日よろしくお願いいたします。 

委員の皆様におかれましては、御多忙中のところ、また足元の悪いところ、御出席

賜りましてまことにありがとうございます。開会に当たりまして、沖縄総合事務局補助

事業管理委員会委員長の馬場農林水産部長から御挨拶をいただきます。よろしくお願い

します。 

○馬場委員長 本日はお忙しい中、技術検討会に御出席いただきましてありがとうございま

す。沖縄総合事務局におきましては、国の補助金を受けて実施される農業の整備事業等

の補助事業の効率性、それから事業実施にかける透明性の一層の向上を図るため、平成

15年度から第三者による委員会を設置、委員の皆様の御意見をいただきながら事業評価

というものを実施をしてまいったところでございます。この検討会におきましては、検

討会委員の皆様から効果の算定ですとか環境面ですとか、そういったところから技術的、

専門的な知見を聞き取らせていただくこととしておりますので、よろしくお願い申し上

げます。 

本日、委員の皆様に御検討いただき取りまとめられました意見につきましては、評

価結果書案に技術検討会委員の意見として記載をさせていただきます。最終的には農林

水産省で全国の評価結果が取りまとめられ、３月末に公表という予定となっております。

この事後評価の結果につきましては、地区のフォローアップ、それから事業のあり方、

評価方法の改善等に活用をさせていただきますので、御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

○司会 続きまして、本日出席いただいております、技術検討会の委員の方々の御紹介をさ

せていただきます。資料のほう、めくっていただきますと、参加者名簿のほうを用意さ

せていただいています。名簿に従いまして御紹介をさせていただきたいと思います。 

まず、放送大学沖縄学習センターの宜保委員でございます。 

○宜保委員 よろしくお願いします。

○司会 沖縄石油ガスの株式会社の幸喜委員でございます。

○幸喜委員 よろしくお願いいたします。

○司会 最後に、琉球大学の吉田委員でございます。

○吉田委員 どうぞよろしくお願いいたします。

○司会 続きまして、沖縄総合事務局の補助事業管理委員会の委員のほうを紹介させていた

だきます。先ほど御挨拶をいただきましたが、委員長をしております農林水産部長、馬

場でございます。 

○馬場委員長 よろしくお願い申し上げます。

○司会 次に、委員をしております総務調整官、海勢頭でございます。

○海勢頭委員 海勢頭です。よろしくお願いいたします。
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○司会 次に、委員をしております大城農産生産振興課の課長代理で岡本畜産振興室長でご

ざいます。 

○岡本委員 岡本でございます。よろしくお願いいたします。 

○司会 最後に、土地改良課、實井でございます。よろしくお願いいたします。 

本委員会の事務につきましては、沖縄総合事務局の土地改良課でやっております。 

それでは次に、席上に配付しております資料の確認のほう、事務局からさせていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

○事務局 土地改良課の小澤でございます。よろしくお願いします。 

ではお手元の資料の確認をさせていただきたいと思います。初めにクリップどめで

束ねたのが、これが資料でございまして、一番初めに次第と参加者名簿があると思いま

す。あとインデックスで資料１、２、３、４ということで、それぞれペーパーがついて

ございます。資料３と４が三つの資料からなってございます。様式１、様式２と、参考

資料ということで、それぞれ三つずつ資料がついているかと思います。落丁等ございま

したらお知らせ下さい。 

○司会 続きまして、技術検討会座長の選任に進ませていただきたいと思っております。資

料の１のところをごらんいただきたいと思いますけれども、その６ページに事業評価技

術検討会の設置要領をつけております。その設置要領第２の２のところに、下線をして

おりますけれども、座長は委員の互選により選出するとされておりますが、いかがいた

しましょうか。特にございませんでしたら事務局のほうから提案させていただきます。

沖縄放送大学沖縄学習センターの所長をしていらっしゃいます、宜保委員に座長をお願

いしたいというふうに考えておりますけれども、いかがでございますでしょうか。 

（「賛成」の声あり） 

○司会 ありがとうございます。よろしくお願いします。 

○座長 13時30分から17時となっておりますが、先生方の御協力を得て、もう少し短縮でき

ればということで、御協力お願いします。 

議事に入ります前に、この議事録について公開するということになっておりますの

で、それについて事務局の考えも提示していただきたいと思います。 

○事務局 検討会の資料、議事概要、議事録につきましては、事務局より各委員の皆様に内

容の確認を行った上で、農林水産省と沖縄総合事務局のホームページにて公表したいと

思います。以上が事務局からの提案になります。 

○座長 従来よりも少し、内容提示詳しくということになっておりますか。 

○事務局 一昨年前までは議事概要まででした。 

○座長 概要までであったものを。 

○事務局 はい、議事録までということでお願います。 

○座長 議事録までということですね。そういうことですので、吉田先生、幸喜先生、宜し

くお願いします。 

○幸喜委員 はい、承知しました。 

○座長 では早速、議事次第に沿って議事を進めさせていただきます。委員の皆さんお手元

に資料がございますが、事務局のほうから順次説明していただきます。全部通してやる

んですか。 

○事務局 地区が二つございますので、一地区ずつ分けてやっていただきたいと思います。 
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○座長 そういうことでお願いします。 

○事務局 それではこちらのほうから資料に基づき御説明したいと思います。 

資料１、２と、あと個別の地区が３、４がございますが、私のほうから資料の３ま

で通して説明させていただきます。 

資料１でございますが、補助事業の事後評価についてということで、先生方はもう

過年度以来ずっとやられているのでもうおわかりかと思いますので、ここは省略させて

いただきたいと思います。 

資料の２でございます。今年度の事後評価地区の選定ということで、資料の２のほ

うをつけさせていただいてございます。評価の対象は農業農村整備事業との補助事業の

うち、総事業費が10億円以上、かつ完了後おおむね５年を経過した地区を対象とします

ということで、本年度この対象にあるのが全部で９地区ございました。こちらの９地区

からそれぞれ事業実施地区を選定したわけですけれども、３番の②のところなんですが、

その際対象事業地区の全体の２割以上の地区を確保するということがガイドラインで決

められてございまして、９地区ございますので２地区を選定することとしました。そこ

で選定の方法ですけれども、４番目に書いてございますが、基本的に全ての対象事業種

から選定されるように調整するとございますけれども、ごらんのとおり４種類の事業種

がございまして、これを全てやると４地区となってしまうということで、ガイドライン

にある２割を超えてしまいます。よって２割の中で調整するということで、２地区を上

限に事業主体の協力を得られる範囲で今回やらせていただいたということでございます。 

後ろのページに、また評価に当たっての留意事項ということで１から３まで書いて

ございますが、今回事業実施主体であります沖縄県が経営体育成基盤整備事業の西方原

地区と草地畜産基盤整備事業のぱいぬしま第ニ地区で事後評価を実施するということで、

留意事項の（２）の①に該当するということで、２地区選定させていただいてございま

す。 

○座長 通してお願いします。 

○事務局 では資料３、個別の評価地区の御説明に移らせていただきたいと思います。西方

原地区でございます。資料が三つございまして、様式１、様式２と参考資料ということ

になってございます。大変お手数ですがちょっとクリップを外していただいて、三つ並

べていただけると。ホッチキスどめになってございますので、ずらしていただければ固

まりになろうかと思います。様式１、様式２は農林水産省及び沖縄総合事務局のホーム

ページ上で公表される公表資料となってございます。参考資料は今回御説明するに当た

って、ちょっとわかりやすく評価書の内容を図表入りで示したものでございますので、

評価書の内容と変わりません。よって、様式の１と参考資料と合わせ見ながら御説明さ

せていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

では参考資料の１枚目めくっていただきますと概要があります。地区は伊良部島の

西方原地区というところで、佐和田の浜のそばにあります受益面積59.3ヘクタールの土

地でございます。こちらで区画整理事業と併せて耕作道と排水施設の整備をしてござい

ます。総事業費が約18億円。工期が平成11年から18年ということで実施してございます。

以下、評価項目ごとの説明になるので参考資料のほう１枚めくっていただきますと、上

空からの写真がついていますけれども、左側が事業実施前の状態、右側が事業実施後の

状態でございます。見ておわかりになるように、かつては不整形だったものが、事業実
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施後は整形化されました。下のほうに整形化されたほ場の状態と、農道と書いています

が耕作道の整備の状況と、あとは排水路の整備の状況が書いてございます。続いて、効

果の要因の変化についてです。本地区はきびを基幹として収益性の高いとうがんやレタ

ス等の野菜を導入する計画で進めて参りました。用水を手当てするという計画になって

いるのですですけれど、評価時点において用水を手当する整備がおくれていることから

野菜の作付が定着していないという状況でございます。参考資料の右側のページを見て

おわかりになると思いますけれども、真ん中の数字が②計画ということでこれが計画値

ですが、その右のほうが評価時点ということで数字が書いてございます。事業ではさと

うきびを減らしてスイカ等々の収益性の高い作物を導入しようという計画でしたが、現

在のところ増えているのはカボチャとマンゴー、かんしょ、バナナ、観葉植物、葉たば

こという状況になってございます。まだ水が来ていないものの区画整理は終わったとい

う状況で、作土深が深くなったとか排水条件がよくなったということで、新しい作物の

展開も見始められているという状況でございます。今後は事業の進捗に合わせて、野菜

などの高い収益性等の転換が図られていくというところでございます。 

そして１枚ずつ資料をめくっていただきますと、生産量と生産額の変化と書いてご

ざいます。こちらは面積と単価の増収分を含めて、計算した結果でございます。生産量

から見ていただきますとさとうきび、カボチャにつきましては増えてきている。かんし

ょ、バナナ等につきましては面積が増加してございますので、その分生産量も増えてい

るところでございます。生産量に単価を掛けたものが生産額ですけれども、現在、全体

的に導入された作物につきましては上がってきているというところでございます。 

続きまして、営農経費の節減の状況ということで、評価書薄いほうの２ページ、参

考資料の５ページになりますが、事業の実施に伴いましてほ場が大区画化、整形されて、

耕作道もできたということで大型機械の導入が図られています。その結果、さとうきび、

カボチャにつきましては営農経費の節減が計画には及ばないものの図られているという

ところでございます。こちら事業実施前と評価時点を比べていただければ、低くなって

いることがおわかりになるかと思います。 

続きまして、事業効果の発現状況ということで、評価書のほうの３ページのほうを

見ていただきたいのですが、生産性の向上ということで整理させていただいてございま

す。本事業の実施により、ほ場の大区画化整理に伴う耕作道が整備されたことによって、

大型機械の効率的な農業が可能になるとともに防風林を設置したことで、防風による生

育の阻害が解消されるなど生産性の向上につながっております。また、さとうきびとカ

ボチャしか事業実施前は作付されていなかったんですけれども、現在かんしょ等が導入

されてきているところでございます。 

続きまして②の農業構造の改善でございます。先ほど大型機械化について見ていた

だきましたけれども、ほ場の区画化、整形されたことに伴いまして、経営規模の大きい

農家が増加しているという状況になってございます。表の中ですけれども、１ヘクター

ル以上の農家が10戸から18戸と、それ未満の農家につきましては130戸から86戸に減っ

ているということで、規模の大きい農家が増えてきているということが見て取れます。 

続きまして土地改良長期計画における成果の確認ということで項目を設けてござい

ますが、この地区はほ場の整備による農業の体質の強化が政策の目標に合致してござい

ます。評価の視点としまして担い手の育成状況と農地の集積状況で表現させていただい
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てございます。本地区、担い手と呼ばれる方々は事業実施前はいなかったのですが、そ

れも今は８戸、計画も８戸だったんですけれども達成されております。それに伴いまし

て農地の集積も目標値までに達成しているというところでございました。 

それで費用対効果分析の算定ということで、様式では２のほうになるわけですが、

こちら分析しますと総費用、総便益は、比べますと1.06という数字でございまして、投

資額を上回る便益が発生していることで効果が現れてきているところでございます。そ

れで様式２のほうをついでにごらんいただきたいのですが、こちらが総括計になります

が１枚めくっていただきますと（３）ということで、どのような効果額を見たのかとい

うものが書いてございます。様式２の２ページ目でございます。大きく四つの効果で算

定しておりまして、作物の生産の量で表現する作物生産効果。営農経費節減効果という

ことで、区画整理に伴う労働力の省力化とか機械経費が減少した効果。あとは維持管理

費節減効果ということで、今回区画整理を行うことによって、排水路とか耕作道が整備

されたことによって維持管理費が新たに発生するということで、マイナス効果となりま

す。最後に景観環境保全効果ということで、今回ほ場整備をすることによって、田面の

勾配を修正したり沈砂池等を設けて表土、耕土の流出を抑えるという対策を講じてござ

います。そのことによって、佐和田の浜もそうなんですけれども海に流れ出る赤土の量

を抑えるということで、そちらのほうも効果として上げているというところでございま

す。以下の頁で、各効果の算定の仕方を数式であらわしたもの記載しているところでご

ざいます。 

続きまして評価書の３ページと、参考資料の７ページのほうを見ていただきたいの

ですけれども、本事業により整備された施設の管理状況ということで二つ挙げてござい

ます。参考資料のほうを見ていただきますと、防風林帯の管理状況とその隣に農道の管

理状況を整理しております。このような形で基本的に宮古市で管理をされているのです

けれども、農地・水保全管理支払交付金等を活用して、受益農家の方とか地域住民の方

に維持管理していただいております。適切に管理されているというところでございます。 

続きまして評価書のほう４ページに、参考資料のほうは７ページのその下になるわ

けですけれども、事業実施による環境の変化ということで２点挙げてございます。一つ

は生活環境への変化。あとは自然環境の変化ということで大きく分けてございますが、

生活環境におきましては、耕作道が整備されたことでほ場周辺の見通しがよくなり、周

辺農家の通行の安全性にも寄与しているということで評価させていただいてございます。

続きまして自然環境のほうですけれども、先ほども申し上げましたけれども、区画整理

に伴うほ場の勾配の修正、それから排水路等、浸透池を整備したことで、本地区から海

域への耕土の流出量が抑えられて景観の保全につながっているというところでございま

す。 

参考資料を１面めくっていただきますと８ページに、近くには佐和田の浜とかなが
．．

き
．
の漁の体験の様子が載っていますが、耕土流出対策により海の景観が保全されてきて

いるというところでございます。 

続いて評価書では、社会情勢の変化ということで、国勢調査の結果等を整備してお

りますが。本地区におきましては人口は減少と、耕地面積も減少していますけれども、

評価書の４ページの真ん中に産業別就業人口というところがございますが、一次産業の
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割合が22年現在におきましても21％と、県全体でいいますと5.4％ということですので、

かなり一次産業が高い割合になっていて依然として基幹産業であるという状況でござい

ました。 

次に今後の課題ということで整理してございます。評価書の４ページ、参考資料の

11ページになりますけれども、こちら読み上げさせていただきます。事業の実施後は区

画整理や耕作道及び排水路の整備により、大型機械の導入が可能となったことで、さと

うきびやカボチャの営農の効率化が図られました。葉たばこなどの収益性の高い作物の

導入が進むなど、農業生産性の向上、農業経営の安定も図られつつあります。今後は地

域が主体となって戦略作物の確立だとか地域の担い手への農地集積等の地域農業のさら

なる安定向上に向けた取り組みが求められます。また、国、県におきましてもさらなる

農業生産の向上や高収益作物の転換を加速させるために、畑地かんがい施設の整備等、

ハード部分の取り組みのほか、沖縄振興特別推進交付金事業である条件不利性解消事業

等のソフト分野の継続的な取り組みが今後も必要ではないか。 

続いて、評価書の５ページ、評価結果ということで、この評価書を締めくくりさせ

ていただいておりますが、こちらも読み上げさせていただきます。本事業による区画の

整形化、耕作道等の整備により、農作業の機械化が容易になり、基幹作物であるさとう

きびの農作業の効率化や農作業のほとんどが機械化になっている葉たばこの新たな導入

が図られています。またほ場勾配が緩やかになったことや排水路、浸透池が整備された

ことにより、農地からの耕土の流出が低減されている。今後は畑地かんがい整備等の実

施により、農業用水の安定供給の確保に努め、野菜類などの収益性の高い作物の転換を

図っていくことが必要である、という評価をさせていただいてございます。 

以上で、西方原地区の御説明を終わらせていただきたいと思います。 

○座長 この件について先生方から御意見をいただきます。意見書は少しですので、説明用

参考資料も、必要に応じて活用して下さい。 

○吉田委員 本事業の事業目的というところで「大型の農業用の機械を導入」するとありま

すが、これは104戸の農家が全てそれぞれで導入するということなんですかね。それと

も大型機械を何戸かの農家を決めて共同利用するといった、そういった組織も考えられ

ているんですか。 

○事務局 基本的に、共同利用をしてもらうことを目指しています。 

○吉田委員 共同利用ですか。もう組織化されているんですか。 

○事務局 組織化に関しましてはまだです。 

○吉田委員 さとうきびの場合ですと、ＪＡさんからハーベスタによる作業受託があると思

いますが、農家ではそういうものをトラクターでやりますけれども、それは体系化され

ているのでしょうか。この地域ですとトラクターの利用率が約４割程度あり、ほかの地

域よりは高いというような話を聞いてたことがあります。 

○宜保委員 どの方のトラクターなのか、貸し借りがされているのですか。 

○吉田委員 運転もＪＡが中心になって104戸ものキビ農家へ作業受託を図っていく、そう

いうことが検討されるんですか。それともう一ついいですか。もう一つは、参考資料の

７ページにあります、ウの事業により整備された施設の管理状況というところで、農林

水産省からの農地・水保全管理支払交付金等を活用したということですけれども、これ

は受益農家及び地域住民というふうになっていますけれども、その受益農家以外の地域
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住民は積極的に参加されているのですか。 

○事務局 この農地・水保全管理支払交付金は平成19年、その当時は別名称だったんだけれ

ども。土地、旧市町村単位で取り組みをして、受益農家と地域住民が一体となってそう

いった農地ほか農業施設の維持管理に努めていくということでその制度がかなっており

まして、活動はその集落の自治会を中心としてまして、農業者以外の方々もその取り組

みに積極的に参加していると思っています。 

○吉田委員 参加した場合に受益農家と同じような手取り、出しているんですか。 

○事務局 日当の額は、それは農家さんと地域住民で変わるということはないです。 

○宜保委員 今の受益者以外にもやっていますかという話の関連なんだけれども、地域の清

掃とかクリーン作戦とかいろいろありますよね。こういう公金等を活用する場合には、

土地改良区の農地周辺ということで限定されるのでしょうか。 

○事務局 交付金の算定に一つなるのは、面積ということになります。それに対しての交付

金になっています。活動としては農地に限らず、周辺も含めてやっていいます。 

○宜保委員 資料に担い手の育成状況というのがあります。この担い手という場合には、単

位が人になっています。一方で、受益戸数という表現がありますよね。受益戸数の戸数

ということと、担い手の８人は一致するんですか。ここでの人はどのように解釈したら

良いのでしょうか。 

○事務局 ここで担い手というのは、三つ要件がございまして、60歳未満の農業従事者、人

ですね、がいるか、近いうちに後継者の方が農業に従事する見込みがある経営体、かつ

事業によって自立をする意欲と必要な知識と技術を有している経営体。それで事業管理

用地におおむね３ヘクタール以上の経営規模を有していると見込まれるということで、

基本的に経営体です。 

○宜保委員 経営体。 

○事務局 はい。だからどちらかというと、そこの組織になるので、戸というより、人に近

くなります。 

○宜保委員 例えば、戸数の中にはもともと60にもなるお父さんがいて、20歳の息子がいた

場合、農業者が一人できていますよというような数え方の意味の経営体ですね。 

○事務局 そうです。 

○宜保委員 地域以外から参入してきて、農業者になった場合にも、担い手の一人になる思

うので、そういうときにはこの戸とかというのとはちょっと別の表現であるいうことで

すね。 

○事務局 そうです。 

○幸喜委員 せっかく今８人の担い手の話が出ましたので、それについて私もお尋ねします。

事業実施前がゼロ、計画が８、評価時点では８ということは、この計画の８というのは

何を根拠に８という数字が出たんですかね。事後評価のときの数とぴったりなものです

から、何か行政的にめどがあって８となさったのか、偶然の一致なのか。 

○事務局 受益の地域の中で頑張っておられる方々がおられます。そこで将来的にこの方々

に担い手になってもらおうと、事業当初から計画を立てています。最終的には、認定農

業者へという計画ですが、そこは達成はできていません。 

○幸喜委員 わかりました。大体これまでの実績をごらんになって、大体８名ぐらいは担い

手として育っていくのだろうという見込みがおありだったということなんですね。それ
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で今、受益戸数が104戸の中で、８名という数字はどのように私ども受けとめたらよろ

しいでしょうか。多く育ったなあと認識したほうがいいのか、あるいはこれからまだま

だ担い手をふやしていかないとこの数字じゃ、ちょっとまだ心もとないなあという意味

か、この数字をどのように受けとめたらよろしいのでしょうか。 

○事務局 ８名、その下の方に集積面積というのがございまして、この８名で15.5ヘクター

ルほどの集積でやりましょうという面積的な目標がここにあります。それが増加集積率

25.5％です。そう大きくはないんですが。その目標は達成されております。ただ今後も

集積を進めていく必要があると思っております。 

○幸喜委員 わかりました。これは妥当な評価時点での数値であったと、私ども受けとめて

よろしいということですね。それで今お話がございました農地集積率、これが事業実施

前の9.6％に比べて25.5％というのは非常に大きな進歩であったと感じており、喜ばし

いことだと思います。 

それからもう一点、この参考資料なんですけれども、４ページ事業実施前の数値、

計画の数値、今回の件での数値というのがございまして、この計画の数値はどういう基

準でこういう数字が出てくるのか教えていただけますか。 

○事務局 事業計画をつくるときに、まず土地の作付の状況を調べます。例えばかんしょ、

さとうきびが何ヘクタール作付けされていますという情報を整理します。それから地域

の意向とか市町の振興計画を基に、作物をこれだけ伸ばしましょうねという目標の作付

面積を決定します。それがこの計画値になります。 

○幸喜委員 例えばスイカの場合は実施前が５で計画が83、それで事業が計画どおりいかな

かったということで、これはゼロになっているんですけれども。これは例えば今スイカ

だけをとったときに、83というのは農家の皆さんとこれくらいはいけるでしょうねとい

うような数字を、相談の上でお出しになったということなんですね。かなり、大幅なも

のですね。 

○事務局 そうですね。 

○幸喜委員 わかりました。 

○事務局 関連事業である末端かんがい施設の整備もやめてしまったわけじゃなくて、今ま

さに進行中でして、今後そこができればここの目標値には近づいていくのかなと。 

○幸喜委員 そうですね。それから、かんしょ、バナナ、観葉植物、葉たばこ、これが特に

観葉植物が大きな伸びを示している、ゼロからこれだけ、例えば37という数字が出てい

るということは、大変すばらしいなと思っております。やはり行政的な何か御指導があ

って、新たな作物に取り組まれたんでしょうか。 

○事務局 現在、島内にありますゴルフ場に出荷しているという状況です。行政指導という

よりも、島の中の社会情勢の変化によるものと思われます。ほ場整備することによって

硬盤を破壊して作土を深くしたり、排水改良をして水はけを良くしたりということで、

こういう作物も新しく導入されてきたのではないか、と考えております。 

○幸喜委員 これはすばらしいことですね。特に観葉植物が突出していますので、大きな収

益につながるのかなと思います。 

○事務局 そうですね。ちなみに、観葉植物についてです。わかりにくいかもしれませんが、

単位が千本表記にしてございまして、37トンではなくて３万7,000本ということです。

ちょっと周りの作物とは若干単位が異なるので、大きく見えはしますけれども、そのよ
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うな整理をしております。 

○幸喜委員 この葉たばこの５というのは、どういう単位ですか。 

○事務局 これはトンで。 

○幸喜委員 ５トンで、そうですか。収益性が高いということで、農家の人にとっては大き

なプラスですね。 

○事務局 そうですね。葉たばこにつきましては。 

○幸喜委員 了解しました。それから、11ページ。事後評価結果にこれまでの資料の御説明

の中で委員長もおっしゃっていた、耕作道ですか、その整備によって、あるいは周辺の

清掃によって管理がしっかり行き届いているということもあって、景観がよくなった。

それと同時に、住民の皆様の通行の安全の確保がなされたということがこれまでの御説

明でありました。この辺、表示されてもよかったのではないかなと思いましたけれども、

いかがでしょうか。これは大きなプラス材料だと思っているんです。通行の安全という

ものは命にかかわると思うんですけれども。 

○宜保委員 住民生活にも寄与貢献している。 

○幸喜委員 そうですね。以上でございます。ありがとうございます。 

○宜保委員 今御指摘のあったスイカとか、カボチャ、レタスという、そういうものは水な

しで生育はできないということがあるので、大きな関連事業によるかんがい施設の整備

がついていっていない現在の状況で評価することについて違和感を感じます。私がちょ

っと気にしているのは、機械的に事業完了後５年過ぎたからといって評価するとについ

てでして、実際には計画とはすべての整備が完了して達成することをイメージした目標

を考えながら設定していますので、どうしても無理があります。これについて評価の仕

方見直すほうがいいかもしれない。全国的にそういうことがあります。こういう計画と

現時点における乖離があって、当然達成されない。水が来ていないとか何かが間に合っ

てないとかということがあるものですから、計画どおりいっていないですね。評価委員、

先生方は違和感を感じるんですね。 

○事務局 一つだけお話させていただきます。関連事業といたしまして、ここの同じところ

に、これから県営のかんがい排水事業が実施されるのですけれども、そこも同じように

５年後、事後評価を行うということになりますので、水がきたときの効果はそこで評価

一つされるポイントではあるのかなと。 

○宜保委員 何処かに明記されてないといけない。 

○幸喜委員 これどこかに注釈みたいなものを入れればいいですね。 

○事務局 計画については、かんがい施設の整備が整った後の目標値である旨の入れればど

うでしょうか。 

○幸喜委員 すぐにわかりますね。私はもう説明を受けているので、この整理事業が完成し

たら飛躍的に伸びるなというのはわかるわけですけれども、この表だけをご覧になる方

には、どうしてだろうと思うと思います。どこか括弧して、整理事業が停滞のためとか、

あるいは中断中のためとか、何かわかりやすく一言お書きになるといいかもしれません。 

○事務局 評価書の１ページの一番初めの項目に、農作物の生産量の変化ということで記載

させていただいていますが、その第２行目、評価時点において関連事業による施設の整

備が遅れていることから、ということですね。ちょっと一文書かさせていただいている

ところでございます。 

－9－ 



○宜保委員 遅れているという表現でいいんですか。 

○事務局 遅れているわけではないんですよね。実施中で計画どおりには進んでいるんです

けれども、計画に追いついていない状況となっています。 

○吉田委員 この計画というのがよくわからないから。 

○宜保委員 さっきからわからないというのはそのことなんですね。 

○幸喜委員 さっきの事務局からのご発言のとおり、計画というのが水がきたときの計画に

なっていることを書いてもらったらどうでしょう。 

○幸喜委員 それともう１点。７ページです。一番下の２の自然環境で、その整備された排

水路の写真が出ておりまして、大変立派に整備されたなというのはわかるんですけれど

も、もう一つ整理されない場合はどうだったんだろうかという、単純な疑問がわきます

ので、その写真があったら並べておかれたほうがはっきりすると思いますね。 

○宜保委員 先生、この上の事業実施前の図も使えるんですよ、この図には側溝がないでし

ょう。 

○幸喜委員 なるほど。 

○事務局 この写真は、多分、右側に向かって斜面が登っていて、それを勾配修正で段切り

しているので、その段のところの積み上げた石灰岩も見えてくるんです。ですから右側

に向かって斜面があってそこに水が全部流れてくるのを排水路で受けるのではないかな

と。それでちょっと断面が大きくなってるのかと。 

○宜保委員 擁壁をつくって、テラス状にしたと。 

○事務局 はい、テラス状に。もうちょっと引いて撮れば何か植わっている箇所も見えるの

かもわからないですけれども、ちょっと近く撮っているので、余りにも排水路に着目し

過ぎてしまいました。もう少し引いて撮ればよかったです。 

○宜保委員 農地の排水も兼ねていますというのがわかるような。 

○事務局 ありがとうございました。 
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（ぱいぬしま第二地区） 

○座長  では次の２件目をお願いします。 

○事務局 それでは、「ぱいぬしま第二地区」について私、畜産振興室の山田からご説明さ

せていただきます。資料は、４に畜産関係の事後評価について添付しております。様式

１、様式２及び説明用参考資料とございますが、様式１と説明用参考資料とは内容がほ

ぼ同じでして、ただ、説明用参考資料には写真等あとグラフなどを使わせていただいて

おりますので、視覚的にもわかりやすいかと思います。よって、主として説明用参考資

料に基いて説明させていただきたいと思います。 

それでは説明用参考資料の１ページから説明させていただきます。畜産１ページを

開けていただければと思います。畜産基盤整備事業、「ぱいぬしま第ニ地区」ですが、

関係市町村名は、竹富町となっております。事業実施体は財団法人 沖縄県農業開発公

社となっております。本地区は八重山の竹富町で実施しておりまし。事業の目的をざっ

とここに記載してありますけれども読み上げさせていただきますと、本地区はさとうき

びと畜産を基幹に、水稲、野菜、果樹などの作物の生産が行われており、今後も畜産主

産地として安定的な発展が見込まれている離島地域である。当該地区は、肉用牛の放牧

経営が主体となっているが、農家の高齢化等に伴う離農により耕作放棄地等が増大し、

過疎化が著しい。そのような中、肉用牛を中心として農業経営規模の拡大を取り組む農

家がふえていることから、未利用、低利用の原野等を地域の担い手に集積し、飼料生産

基盤として開発整備し、自給飼料生産基盤に立脚した肉用牛繁殖経営体を育成するとと

もに、あわせて農業用施設等の整備により経営の安定と効率化を図り、地域の中心とな

る経営体の育成と離島農業の活性化に役立てることを目的とすると記載しております。

受益面積は92ヘクタール。受益戸数28戸。主要な工事としましては、草地造成、それか

ら畜舎整備、市場、あと飼料用収穫機械等の農機具等の導入等々でございます。総事業

費は17億5,100万円。工期は平成15年度から平成18年度実施しております。位置図のほ

うにこの地区の団地ごとの配置図を示しております。 

２ページをごらんください。アの費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化の

ほうについて説明します。内容としまして、農作物の生産量の変化として、作付面積、

生産量と生産額の変化を順に説明していきたいと思います。まずは作付面積ですが、作

付面積の増加ということで飼料基盤、牧草の作付面積が事業実施前の211ヘクタールか

ら評価時点では308ヘクタールと増加しています。これとあわせて、肉用牛の飼養頭数、

繁殖雌牛の飼養頭数が事業実施前の980頭から評価時点では1,184頭に増頭しています。

それに伴って子牛の生産頭数も増えております。、実施前の555頭から評価時点では744

頭と、189頭増頭しています。ただこの中で計画のほうで数値が示されておりますが、

計画と評価時点を比べるとあまり増えてないんじゃないかと見てとれますが、平成21年

ごろまでに繁殖雌牛の増頭が図られたんですが子牛価格等が低下したことにより増頭の

意欲が一時的に停滞したことで、計画には達していないと要因分析をしております。昨

年度からは飼養頭数も増頭に転じており、子牛の価格も高くなってきております。 

続いて、３ページ、４ページにはその地区の事業実施前の写真と評価時点の写真を

掲載しております。３ページには事業実施前は、原野等、未利用地、低利用地等があっ

たことから、写真のように草地基盤の整備をし、自給飼料基盤の確保を図っております。

４ページのほうには、事業実施地区の評価時点の説明等を掲載しておりますが、事業を
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実施したことで機械利用による省力化、あと自給飼料の確保と肉用牛の飼養管理等の状

況が伺えるかと思います。 

５ページをごらんください。その他の効果の変動要因としまして営農経費節減とい

うのがございます。草地造成整備により飼料基盤の確立ができたことで、畜舎や農機具

等の導入が図れたことによって、飼料作物の生産にかかる作業や家畜排せつ物の処理等

にかかる作業の効率化が図られたということです。それから繁殖雌牛１頭当たりにかか

る作業時間が、事業実施前の77時間から評価時点では68時間まで節減されなど、効果が

得られています。あと輸送コストについても、市場を整備しておりますので、島の外に

出荷のために輸送する必要がなくなったことが、輸送コストの低減が図られているとい

うことも盛り込んでおります。 

次のページ、６ページのほうですが、畜産物の価格は生産頭数をもとにしまして算

出しておりまして、受益者の事業実施前の平均販売価格に対して評価時点の平均価格を

比べております。事業実施前には29万8,000円という価格だったのですが、評価時点で

は37万1,000円と大幅に価格が増加しております。これは良質な粗飼料が確保できたこ

とで子牛の栄養が改善され、子牛の品質が向上したことなどから価格が上昇していると

考えられます。 

その他に、４のほうに参考としまして２点、記載しております。これは様式１のほ

う、評価結果書のほうには記載はしておりませんが、参考として紹介させていただいて

おります。まず、一つは未利用地の活用ということで、黒島において事業実施前に本土

企業が保有していた土地をこの事業とは別の事業になるんですが、農地保有合理化事業

という事業がありまして、土地の買い戻しを行いました。、そして、畜産基盤総合整備

事業で草地として活用を図るべくる事業を実施しております。これら整備した草地を担

い手のほうに農地利用するなど、草地の集積が進んでいます。二つ目は、黒島の牛祭り

のことを記載しております。今ではもう有名になりましたけれども、肉用牛振興の一環

としまして毎年２月末に黒島では牛祭りが開催されております。牛の数が島民の何倍も

多くいる島に、この時期に島外から多くの観光客が訪れて、島の活性化、観光産業の振

興のほうに寄与しているということで、参考としてですが、ここに記載しております。 

続きまして次の７ページですが、事業効果の発現状況ということで、事業の目的に

関する事項ですが、冒頭に読ませていただきました目的に照らしてどうだったかという

ことになるのですが、一つが生産性の向上。２番目に農業生産額の増加。３番目に経営

基盤の改善と一まとめに申し上げますと、草地造成整備、あと畜舎、農機具の導入等に

より、牧草の生産規模の拡大、収量増、それに伴う飼養頭数の増頭がなされ、その結果、

農家の生産額が増加したということで、事業の目的についてはおおむね達成されている

のではないかと考えております。 

次のページの２の土地改良長期計画における施策と目指す成果等の確認についてで

すが、畜産公共事業の長期計画というのがございまして、沖縄県は飼料基盤に立脚した

畜産経営の育成を柱としまして、肉用牛が戦略品目として位置づけられておりまして、

優良子牛の生産供給基地として生産拡大を図るとの基本的な考えが示されております。

よって、当該事業によって原野等、未利用地、低利用地等が良質な牧草地に整備された

結果、戸当たりの飼料基盤面積が11ヘクタールと、実施前に比べて３ヘクタール増加し

ている。草地造成と合わせて農機具等の導入等実施していることで、飼料生産の省力化
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が進展しまして飼料生産体制が図られていると整理しております。この中で二つ、参加

農家の１戸当たりの草地面積と、参加農家の認定農業者数についても記載しております。

費用対効果分析の結果ですが、これも後でまた、様式２のほうで説明させていただきま

すが、投資効率は1.09として算定しております。 

続きまして９ページのほうに、ウの事業により整備された施設の管理状況としまし

て、掲載写真をごらんいただければご理解いただけるかと思いますが、事業により整備

した施設の管理状況は適切に管理していると見て取れるかと思います、また、今後とも

適正な管理が期待されるとしております。写真は10ページのほうにもその管理状況につ

いて記載しております。 

10ページのほうの事業実施による環境の変化でございますが、まず生活環境と自然

環境をこの中で記載しております。生活環境については、農道が整備されたことで周辺

環境の改善、見通しがよくなったことで、事業参加農家の通行の安全確保に寄与してい

るというまとめにしております。それから自然環境についてですが、当地には、観光施

設等も数多くありまして、牧草地を整備したことでその牧草地が観光資源としての景観

を保有しているということでまとめております。その景観とあわせ、10ページの農道の

整備と11ページのほうに牧草地の景観を掲載しております。 

続きまして12ページですが、当地区を含む竹富町全体の社会情勢の変化と、農業の

状況の変化について記載しております。これらについては主なデータとしまして、国勢

調査、農林業センサスなど統計データを活用しております。12ページのほうに竹富町の

人口は平成12年と比べると増加しております。ピークは17年ピークで、22年は減少して

おります。産業就業者の割合を見ると、農業や林業などの第一産業の割合が平成12年と

22年を比べるとは、29％から19％に一応減少しています。 

続きまして13ページをごらんください。経営耕地面積の推移とあと竹富町の農家数

の推移、それから農業人口の構成比等を掲載しております。 

最後、14ページのほうに、今後の課題として２点、掲載しております。１点目は自

給飼料生産の推進ということで、近年、配合飼料価格の高騰などにより、畜産を取り巻

く状況は厳しい状況にあります。そのことから、自給飼料に立脚した生産構造への転換

が必要であり、作業等の効率化を図るために草地管理等を生産組織へ集約化したり、作

業の外部委託等で省力化を進めていくことが重要で、低コストで高品質な粗飼料を確保

することが必要であるとまとめています。２番目に、子牛の増頭及び品質向上としまし

て、当該地域においては事業実施により優良子牛の生産が行われており、今後繁殖雌牛

の適正な飼料管理と子牛の増頭を図るために、計画的に繁殖雌牛の更新を実施、品質の

向上を図ることで農家の安定的な収入の増加につなげる必要があるというまとめになっ

ています。 

続いて様式２のほうで、当該ぱいぬしま地区の事業の効用に関する説明をさせてい

ただきます。地区の概要等は先ほどの参考資料に記載しておりますので省略させていた

だきます。総事業費は17億5,000万円。費用便益比の算定のほうも、投資効率の総括を

見ていただければと思います。17億5,000万円あります。このうち事業で１年間どれぐ

らい効果があるかという、金銭的換算をしたものが下段に、１億3,000万円ありますと。

この内訳を２の年相当額、総価格の総括のほうで、各項目ごとに記載しております。年

相当額にはどのようなものがあるかということになりますが、幾つか説明しますと、ぱ
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いぬしま第二地区の場合、畜産物生産効果というものがあります。草地整備事業の実施

によって生産された牧草の収量がふえ、飼養できる繁殖雌牛が増頭することで、そこか

ら子牛が生産されることで収入が増加した。また繁殖雌牛の更新となる販売額、あと飼

養頭数が増えることで、堆肥の生産量が増加するものですから、これらについてどれだ

けの収益を図ったかということで、畜産物生産効果として3,200万計上しました。あと

品質向上効果についてですけれども、良質な粗飼料を確保できたということで、子牛に

給与する草の栄養が改善されて品質が向上したことによって効果が発現した、としまし

て事業実施前の平均価格と評価時点の平均価格の差を単価向上額と捉えまして、生産頭

数に対する単価向上額を掛けあわせて行われます。これが品質向上効果として5,100万

円計上します。営農経費節減効果ですが、事業実施前に購入した粗飼料が、草地基盤を

整備したことによって自給飼料に変わったことで節減された額と、繁殖雌牛１頭当たり

の飼料管理にかかる労働時間も節減されておりますので、これら軽減される額を合計し

まして、節減された効果額を算定しております。それが3,900万円。あと維持管理節減

効果ですが、施設の整備によって事業実施前の維持管理費用から評価時点の維持管理費

用を差し引いた節減額を計上しております。それが200万円ほどです。最後に環境改善

効果ですが、堆肥生産を行わなかった場合、排せつ物の処理にかかる薬剤散布財が必要

となりますので、その薬剤散布費用が節減できたということで、節減される薬剤費を計

上しております。これは合計すると１年間に１億3,000万円の効果が発生するというこ

とです。効果額の算定方法については、それぞれ各項目ごとに効果のほうを記載してお

ります。 

以上でぱいぬしま第二地区の御説明を終わらせていただきます。 

○宜保座長 ありがとうございました。 

○吉田委員 この事業に参加している受益農家が28戸ということで、全体ではどのくらいの

肉用牛の生産農家がいるんですか。 

○事務局 竹富町だけでよろしいでしょうか。竹富町だけで肉用牛農家が171戸となってお

ります。 

○吉田委員 そうしますとこの説明資料の最後のほうに、企業が保有した土地があり、それ

を払い下げしたという話がありましたね。それはこの28戸の農家に払い下げたのですか。

それとも186戸の農家に払い下げたのですか。 

○事務局 28戸のうちの、何戸の農家というのはちょっと断定できないんですけれども、そ

の28戸の農家のうちの十何戸かには払い下げられ、面積としましては70ヘクタールぐら

い払い下げられたと聞いております。 

○吉田委員 その受益農家の近くにその土地がまとまってあったのでそうなったんですね。 

○事務局 離れた方もいらっしゃいますけれども、つまりそのときにこの事業に参加した農

家さんを募集したと思いますが、そのときに手を挙げた方から諸々の手続きをしており

ます。 

○吉田委員 わかりました。 

○宜保座長 全体の受益面積は92ヘクタールだから、70ヘクタールというのは大きい。 

○宜保座長 写真から見ると、草地になっていますね。 

○吉田委員 一番最後の14ページなんですれども、今後の課題が載っていて、前段のところ

で、草地生産管理等を飼料生産組織へ集約化、外部委託とあります、この外部委託とい
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うのはどういうものを想定していますか。 

○事務局 コントラクターという組織みたいことを想定されているかもしれませんが、どち

らかと言うとそういった類よりもヘルパーさん的な、肉用牛農家というのは毎日、肉牛

の管理や育成を扱うものですから、何か急な用事があったりとか、留守にする用事など

そういったときにはその場を離れなきゃならないときにヘルパーさんのような人がいれ

ばすごく助かるということがあります。 

○吉田委員 頼む農家さんがいくらかあるわけですか。 

○事務局 はい、実際に、今回この取りまとめにするためのアンケート用紙に、農家さんに

尋ねたと思うんです。そういった利用をされている方もいらっしゃったんです。だから

それがないと困るというような農家さんもいましたので、そういったものが望まれてい

るんだろうと。 

○吉田委員 ちょっと用事ができて出かけるときに。 

○岡本委員 今のことを補足しますと畜産の場合、エサづくりから牛の世話や飼料管理まで

作業が非常に多岐にわたります。特に最近は高齢化で、やはりエサづくりのところはな

かなか皆さんしづらい、機械乗らなきゃいけないなどあります。ですからそういうもの

を専門のところにやってもらう。それで若手の人たちが時間がをみて、例えば牛にエサ

を与えている合間、自分が機械を使って草地でエサづくりをするという、そういうもの

が一番現実的かなと。そういう作業分担をしております。 

○幸喜委員 今の件ですけれども、企業でいうアウトソーシングみたいな感じですね。 

○岡本委員 そうですね。 

○幸喜委員 そのアウトソーシングを受託する確固とした組織が現在あるわけでしょうか。 

○岡本委員 そうですね、ですから生産者が集団でやる場合と、例を挙げると本州などでは

ＪＡとかなんですね、そういうところでやるというのはあるんですけれども、黒島の場

合は割と集団の方が、若手の方が自分の時間があいたところで、他にきいた聞いたとこ

ろでは幾つかの数、それを専門的にやっている方もいっらしゃいます。 

○幸喜委員 それと今の最後のページ、繁殖雌牛の更新を実施しているということなんです

が、この更新の頻度、耐用年数というんでしょうか、それは通常はどのくらいになるん

ですか。 

○岡本委員 一般的には７産ぐらいというのがあるんですけれども、いい繁殖雌牛ですと子

供が毎年のように生まれる。そうすると少しこだわって飼ってしまうんですね。だから

当然子供も毎年産みますから、農家さんとしてはそれを残しておきたいと思います。結

果、年数が経過すると、子牛の評価が下がってきてしまう。10歳とか11歳とかになって

くると、非常に評価が低くなる。そこのバランスがなかなかとれなくて、そうすると市

場の評価が下がっちゃう。ちょっと前ですけれども、それを全国的に改善しましょうと

いう動きもありました。そのことで、少しばかり頭数が減ってしまいました。それでい

いものに変えましょうということで、一般的には７産ぐらいになって更新するのが良い

と思いますが、毎年生まれるからいい牛は残っていてもまあいいということで残す、こ

こが非常に農家さんとしては難しいところですね。更新するタイミングが。 

○幸喜委員 ２ページのことで、繁殖雌牛の頭数が事業実施前が980頭、計画が1,450頭、そ

れで評価時点で1,184頭と。計画と評価時点の数字の差がちょっと大きいような気がし

ますが、特別な理由がおありなんでしょうか。 
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○事務局 先ほどもちょっと話しましたけれども、事業実施後、増頭はしていたんです。そ

れが平成21年をピークに、だんだんと景気の低迷とともに価格が下がっていくものです

から、それで農家さんも仕方なく自然と経営が厳しくなるものですから、その分残さな

きゃいけない牛、育成牛を保有しないといけないんですけれども、その牛までちょっと

手出してしまって、だから計画に比べて数が減ってきてるんです。それが今、昨年度に

なって、ようやく回復の兆しというか、値段も持ち直してきたものですから、それにつ

られる形で今、増頭を図りつつあるということです。 

○幸喜委員 わかりました。社会情勢と連動して、こういう数字になってしまったというこ

とがあるんですね。 

○岡本委員 大きな話はもう一つあって、宮崎県の口蹄牛っていうのが発生しまして、ちょ

うどこれが、22年ですので、その影響で、こちらの家畜市場が休むとか、そういったこ

とも影響していると思います。 

○幸喜委員 わかりました。沖縄県は、その影響、関係なかったんですよね。 

○岡本委員 はい、沖縄のほうは発生しておりません。やはり牛の集まるところに病気が発

生するかもしれないということで沖縄のセリ市場は開催をしておりません。 

○海勢頭委員 市場でそういうふうな、伝染が拡大しないように対応したのですか。 

○岡本委員 そうですね。それで休んだ時期があったので、そんな感じもあって、出せるも

のが出せないということもあり、そういうような理由などが考えられます。 

○幸喜委員 わかりました。そういうことも含んでいるんですね。 

○宜保座長 これは多分、商売してる側から見た場合、あるところがリスクが起きたり、事

故がいろいろあったりすると、そのことによってよくなると言ったらおかしいけれども、

それで需要の変化が起き、活力が高まるということがあったりするんだけれども、病気

が発生したらいけないとかになって、リスク分散をするということで全体的に何かちょ

っと動きが鈍ったんですね。 

○幸喜委員 そうですね。わかりました。 

○宜保座長 それと６ページの価格との関連ですが、１行目に書いているような、良質な粗

飼料を確保できたというだけの表現でいいのかな。この事業は、良質な粗飼料をつくる

ためには、良質な草地の整備に突き当たるということで、整備したということを言いた

かったんでしょう。事業でその一連の施設ができたとか、堆肥舎ができたとか、採食場

は清潔になったとかね。何て言うか、牛舎の環境がよくなったということにより良質な

牛を作れたとか、その事業の効果を説明するとよい。それだけの経費をかけているのに、

一つだけ取り上げて。いかにもそれができたというような表現の仕方はいかがか。 

○岡本委員 ありがとうございます。確かに牛に手をかける時間、そういったことでやはり

子牛を育てるにも環境が良くなったいえるかと思います。 

○宜保座長 なでるほどいいと言うじゃないですか。 

○岡本委員 そうですね。手を掛けた時間だけやはり、手をかけたら牛は返してくれますの

で。 

○座長 わかりやすいですね。 

○幸喜委員 そうですね。一点よろしいですか。 

○座長 お願いします。 

○幸喜委員 ６ページで、これは参考資料のほう、先日小澤指導官からお話を伺ったんです
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が、この黒島祭りは、島の大きなイベントになっていて、そのときばかりは人口が

3,500人ぐらいに膨れ上がって、ものすごく人気があるという話を伺いました。結局こ

れはこういうふうないろいろな要素があって、畜産農家もふえ、そして増収につながっ

ている。飼育頭数もふえている。そういうことから派生して、この黒島牛祭りというの

は非常に発展的になってきたというようなことがあると思うんですね。その辺の、島の

発展に大きく寄与しているという文言などを、どこかに入れ込んだほうがいいのではな

いかと思われます。単に数字だけがよくなったということだけではなくて、島の活性化、

発展に大きく寄与しているということは現実だと思います。 

○宜保座長 黒島はほかに観光客を誘致するものはないんでしょうか。 

○岡本委員 一部確かシュノーケリングなどもできるところがあると思いますが、基本的に

はここは牛の島なんですね。ですから自転車などでちょっと回れますけれどもほとんど

周りに牛がいて、先ほども報告がありましたけれども、非常にきれいな、このような景

観で青空がありますけれども、こういう光景で、多分都会から来た人たちはみんな、こ

れに癒される、非常にいい景観となっています。ですからそういうシュノーケリングと

いう、そういった観光もあるみたいですけれども、それはもうごく一部かとおもいます。 

○吉田委員 この牛祭りの期間中に家畜市場を開設しているのですか。 

○事務局 やってはいません。ちょうど今月の下旬にこの黒島の祭りがあるんですね。島内

外から3,500人近くの観光客や住民が訪れる、非常に大きなお祭りなんです。それに合

わせていろんなイベントが企画されているようです。 

○吉田委員 ああ、そうですか。 

○宜保座長 今、ダイビングとかシュノーケリングができるという話がありましたが、祭り

以外に周辺の海に通年、観光客を集めることの企画があるとよいですね。事業に排水施

設とかいろいろありますよね、畜舎の排水施設を整備することにより海域もきれいにな

り、本事業が海と周辺の離島などに寄与していると評価する。 

○宜保座長 説明用参考資料の９ページの写真で、草地の風景を最初に配置したほうがよろ

しいかと思います。 

○事務局 そうですね、すみません。 

○宜保座長 草地から畜舎やその他施設とだんだん内側に入って来るようなイメージで。 

○幸喜委員 どこも清潔感がありますよね。 

○宜保座長 粗飼料だけではないですよ。生育する環境を整備することは牛にとってもいい

わけです。省力化というのは非常に価値があるんですね。手をかけられる。スキンシッ

プは大事です。 

○宜保座長 12ページで、社会情勢の変化で、畜産農家が28戸、就農人口がいくらですとい

う中で、いきなり竹富町の人口が増えた減ったということとは飛躍し過ぎです。大規模

化すると、10年前に畜産やっていた方というのは後継者がいなくて若い人やどこかに譲

ったとかで、必ずしもふえていくというのではないんですよ。そうすると、全体に対す

る貢献、定住化できたという貢献の仕方とちょっと違うんじゃないかなと、このあたり

どうなんでしょうかね、全体を出す場合に。 

○岡本委員 おっしゃるとおりですね。ここのところは、多分地域全体がこういう、だんだ

ん減ってきているという状況にあっては、畜産のほうはまあまあ頑張っているというぐ

らいで、本当の関連はちょっとわからないところです。これは全体の話なんで、おっし
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ゃるとおりですね。 

○宜保座長 様式はこのような表記ですか。 

○事務局 そうですね、社会情勢は。その地域の社会情勢にかかわることを表記しておりま

す。様式の１のほうに、同じようになっているんですが、これをそちらのほうに反映さ

せている状況なんです。 

○宜保座長 様式、形態があればそれでいいんでしょうけど、表にするぐらいでいいと思い

ます。 

○事務局 おっしゃるとおりです。 

○事務局 こちらの説明参考資料のほうで、ちょっと余りにも強調し過ぎたかなと。 

ちなみに、肉用牛の飼養戸数なんですけれども、時系列のデータとしてまとめてあ

りまして、12年では飼養戸数は209戸ありまして、17年には192戸に、23年に164戸とだ

んだん減っております。 

○宜保座長 だからそういうあたりが、だんだん減ってきたというところがいいことだと感

じにくいよね。大型化したとかという話になると全体がちょっとわかりにくいけれど、

全体といったらちょっとその実効性の影響というのを結構、定住化からすると少しマイ

ナス的な受け取り方されますけれども、我々が目指してきたのを一望からこれだけのと

ころを活力入れて強くなっていくと、数字だけ見たら逆なんじゃないかと。 

○事務局 新しい表現の仕方を以後、検討します。 

○宜保座長 強調する表現の仕方を変える方が、いいんですね。 

全国的な位置づけからして、石垣における、あるいは竹富における畜産は、どうな

っていますか。規模は小さいかもしれないけれど、よく頑張っているとか、あるいはも

っと評価しようといった、何かあるんですか。 

○岡本委員 全国的なことを言いますと、ブランドという面ではやはりまだまだ沖縄県とい

うのは、肥育生産はあまり盛んじゃないんです。ただ、いい子牛をつくって、例えば佐

賀県とか、山形県とかの購買者がわざわざ買いに来るんです。その地域で、20カ月飼育

して、それは向こうの牛になるんですけれども、肥育のための素牛を供給する地域とし

ては、もう全国で北海道と沖縄になります。ですから一方で、何でそれを県外に出すの

かと言われるんですが、県内でどうしても肥育をしてしまうと県内消費は難しいもので

すから、肥育生産をすると経営的にも高くなる。コストがかかりますので。 

○宜保座長 大きくなって。 

○岡本委員 はい。ちょっと個人的な見解になっちゃいますけれども、やはりいい子牛をつ

くって、良質なエサはいっぱいありますから、それをうまく活用してということで、も

ちはもち屋でと分ければ、一部は保留して石垣牛というブランドは確立されてますので、

それと分ければまだまだ沖縄県は優良な地域だと思います。もちろん、高齢化とかそう

いった問題もありますけれども、やはり規模を拡大しながら、そういったものはそこで

カバーしていきたいという、特にこの地域は、地理的には遠いんですけれども、一年中

草の生産ができる面では非常に有利な場所だと思います。 

○宜保座長 他の農業で、６次化とかいろいろな取り組みがありますよね。付加価値の高い

ものを作るという、付加価値的なものが単純に考えられたら、それをそのものとしてき

ちっと考えて、できるだけ単価の高い商品価値のものを育てましょうといところをどこ

で反映させるか、沖縄は台湾に近いようなところで生産しているわけだから、何がいわ

－18－ 



ゆる農家自身の自覚、あるいはその地理的な距離感覚が関係者の間で、何が有利で何が

豊かとかいうことを検討してもらい、次の５年後、10年後はどういう目標を掲げるのか

とか考えたらと。こういう整備をしたから、事業をしたから強くなるだけではなく、内

容についてどう考えるかが大事ですよね、同じようなことをやるにしても。もう省力化

とかあるいは分業というんですか、そういうこととか、無理がないようにすることによ

って、儲けはちょっと少ないかもしれないけれどもやっていて楽しいとか、無理がない

とか、そうやってずっと何年間も続くわけですけれども。青年達が自分の持ち分の仕事

をやりながら、夜５時から３時間は他の農家のことを助けようと５、６人集まって、こ

れ会社組織にしていくことを考えると、売れると思います。そういうことを普及・啓蒙

していく取り組みをやって、収入が入るわけでしょう。それは結果、トータルとして、

競争を超えて、ここら辺の営業会計の指導とかああいう、皆さんはどういう形で力強い

産地にするのかということの流れでこの事業の利用者には話を進められていかないとい

かんですよ。この程度もう整備したら終わりだとか、今後何を整備したいからというこ

とを、キチンとしなければいけないと考えます。人材育成と担い手のその組織として整

備するとなると、全国的な競争となった場合強い部分と弱い部分とを知らないと思うか

ら。早めに出荷した子牛の段階も、子牛よりもうちょっと大きい段階で売ったほうが有

利だとか、何かありそうな感じがしますね。 

○岡本委員 そうですね、やはり我々の仕事は作って終わりではないんです。そこにいかに

魂を入れるかということで、我々のところもいろいろ勉強会などを開き、今度３月に開

催します。いろんな勉強会、そういったものもできるだけ取り入れて、フォローアップ

していきたいと考えております。先生もおっしゃったように、やはり地域でこういう活

動が必要で、現場にはできるだけ行って、意見交換し、あと中央の先生方を呼んで、先

進地の情報提供等もやってまいります。 

○幸喜委員 最後に、竹富地域でも担い手の皆さんの高齢化というのは問題になっているん

でしょうか。黒島は若者たちがたくさんいらして、彼らが中心になってやっているとい

うような、何か力強さを感じてるんですけれども、全体としてはどうなんでしょうか。 

○岡本委員 全体としてはやはり高齢化が念頭にあって、かなり地域にだんだん、進んでい

る状況です。若い人の多くは、いったん島の外に出られたり、島の外で就職したり、い

ろいろ経験して戻るという方が結構多いんですね。そういう人たちが中心となって、青

年部というんですか、そのなかで活動したりしています。例えば、年配者の出荷を無償

でするなり、トラックを出したりして、市場まで運ぶ手伝いをする、そういう頼もしい

人たちがいます。Ｕターンした若い人たちが中心となって、活躍されてるということで

す。 

○幸喜委員 今、おっしゃったように、人材育成、若い方たちの担い手育成というのは、ど

んどん力を入れていただきたい事業だと思いますので、よろしくお願いします。 

○事務局 ありがとうございます。 

○宜保座長 新しい時代とともに進んでいくには、儲かるからだけじゃなくて、時間的な制

約から解放されて、有効利用できるように、若い人を助っ人に、ヘルパー制度のような

仕組みを整備構築する必要があります。 

○岡本委員 そうですね。伝える機会の場を設けて、いろいろな取り組みをしていると紹介

していかないと思います。 

－19－ 



○宜保座長 では、これから委員の方の御意見を集約します。 

○事務局 これから、委員の方々のみで、第三者の意見をまとめていただきたいと思います。

管理の施設の委員の方以外の方は、自室のほうで待機願います。終わり次第、お呼びい

たしますのでよろしくお願いします。 

 

（委員による検討） 

 

○事務局 第三者の意見がとりまとまったようですので、座長の方からご発表をお願いしま

す。 

○宜保委員 西方原でしたか、第三者の意見ということで発表します。 

まず、地区に関する意見としまして。事業による区画整理と耕作道の整備により、

営農体系の機械化が図られて農作業の効率化が向上し、営農経費が減少した。農地整備

により、耕土流出の低減が図られ、環境保全に寄与している。今後は、実施中の国営か

んがい排水事業宮古伊良部地区等による農業用水の確保と、農産物の流通不利性を解消

する施策により、収益性の高い作物への転換が期待される 

続いて、事業に関する意見としまして。事業の計画立案に当たっては、将来の土地

利用や農業施設の導入の際に農家負担が軽減される工夫が必要であり、防風林の効果的

な設置や地形、地質、土質を生かした区画整理を検討することが重要と考える。 

事業計画立案に当たってはということについてです。わかりやすく言えば地域によ

って、場所によって、当然違ってしかるべきだと言うことです。 

 

それからぱいぬしま第二地区に対する意見です。 

草地や施設の整備により、良質な飼料が安定的に確保され、飼養管理作業の効率化

も図られたため、子牛の生産頭数が増加し、品質が向上した。また、造成された草地は

地域の景観を形成し、観光資源としての役割も果たしている。今後は、地域の発展のた

め、整備された草地の計画的な更新を行うなど、単収の維持向上に努めるとともに経営

体の組織化や更なる生産コストの節減と子牛の品質向上に努める取組が望まれる。さら

なる、ですね。終わりはないよというのが絶えず、競争力を高めましょうと。以上です。 

 

○事務局 ありがとうございました。今後の予定につきまして改めてちょっと御案内させて

いただきます。今日いただきました技術検討会の意見を記載しました評価書、また少し

修正等させていただきますけれども、この評価結果につきましては、今月の２月末まで

に農林水産本省のほうに報告させていただくことになってございます。その後、年度末

の３月末日までに農林水産本省からその評価結果を公表という手続となっております。 

それでは、これをもちまして、平成２４年度補助事業評価技術検討会を終了させて

いただきたいと思います。宜保座長、幸喜委員、吉田委員におかれましては、事業の適

切な評価に必要な貴重な御意見をいただきまして、まことにありがとうございました。 

本日はどうもありがとうございました。 

 

閉会 午後５時00分 
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